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開会 午後 １時３１分

◎開会宣告

〇議長 飯澤明彦君 ただいまから第１予算審査特別委員会を開きます。

◎正・副委員長の互選

〇議長 飯澤明彦君 お諮りします。

正副委員長の互選については、慣例により私から指名することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、私から指名します。

第１予算審査特別委員長には多比良和伸委員、同副委員長には佐々木政幸委員を指名し

ます。

休憩 午後 １時３１分

〔委員長 多比良和伸君 着席〕

再開 午後 １時３３分

〇委員長 多比良和伸君 議事に入る前に、本委員会には辻勲委員が欠席していますので、

ご報告申し上げます。

ここでお諮りします。本日の委員会に澤田理生氏外２名から委員会傍聴の申し出があり

ました。このことについて許可することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、委員会傍聴を許可することに決定しました。

暫時休憩します。

休憩 午後 １時３１分

再開 午後 １時３３分

◎開議宣告

〇委員長 多比良和伸君 直ちに議事に入ります。

〇委員長 多比良和伸君 本委員会に付託されました議案第１号 平成２７年度砂川市一

般会計補正予算、議案第２号 平成２７年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算、議案

第３号 平成２７年度砂川市下水道事業特別会計補正予算、議案第４号 平成２７年度砂

川市介護保険特別会計補正予算、議案第５号 平成２７年度砂川市後期高齢者医療特別会

計補正予算、議案第６号 平成２７年度砂川市病院事業会計補正予算の６件を一括議題と

します。

お諮りします。審査の方法としては、まず一般会計より行うこととし、歳出を款項ごと

に、続いて繰越明許費、地方債補正及び歳入の審査の順で行い、次に特別会計の歳入歳出、
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事業会計の収入支出を一括審査する方法で進みたいと思います。このことにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように進めてまいります。

初めに、議案第１号 平成２７年度砂川市一般会計補正予算の歳出から審査に入ります。

それでは、７０ページ、第１款議会費、第１項議会費について質疑ありませんか。

増山裕司委員。

〇増山裕司委員 議会費なのですけれども、砂川市議会の議会費というのは、似たような

まちの議会費と比べてどのような位置づけにあるのか。ありていに言えば、道内のうちで

何番目にありますとか、真ん中辺にありますとか、高いほうにありますとか、そういった

形で何か把握しているものはあるのでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 議会事務局長。

〇議会事務局長 峯田和興君 議会費の経費の各まちとの比較の質問でございますけれど

も、それぞれ経費に係るものとして今回、報酬とか手当とか、ある程度議員の数によって

決まっているものもありますので、それらの部分によっても大小が影響するところでござ

います。全体的な位置というところでは、今現在資料としては持ち合わせてございません。

〇委員長 多比良和伸君 休憩とります。

休憩 午後 １時３７分

再開 午後 １時４０分

〇委員長 多比良和伸君 休憩中の委員会を再開します。

増山裕司委員。

〇増山裕司委員 ただいまの発言を撤回いたします。失礼いたしました。

〇委員長 多比良和伸君 ほかにご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続きまして、７２ページ、第２款総務費、第１項総務管理費、質疑ありませんか。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 それでは、何点かお伺いいたしますけれども、最初に７９ページ、出会

い創出支援事業に要する経費ということで４０万円の減額補正がなされていますけれども、

これは次年度でも予算がまた組まれますし、当初は１００万円の予算が計上されていたの

ですが、４０万円というお金は１００万円の中では４割ということで、かなり大きな割合

を占めて減額補正をすると。こういったお金を余してしまった要因というものも多分協議

されていると思うのですけれども、減額補正をするに当たって、その理由を教えてくださ

い。

〇委員長 多比良和伸君 総務部審議監。

〇総務部審議監 熊崎一弘君 出会い創出支援事業４０万の減額補正でございます。当初
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１００万ということで、基本的な考え方については、１事業２０万の５事業まで補助しま

しょうということで計画したところでございます。支援協議会をつくりまして、その中で

いろいろ協議しながら、婚活事業がやれればいいなということで協議をしまして、実際の

ところは、１団体が２度やった４０万円の補助申請、２０万円が２回、４０万円がござい

ました。そのほかに自主財源のほうで実施するということで、私ども把握している中では

３つの事業が行われたのが２７年中の事業ということでございます。

１００万円を予算化しましたけれども、執行済みが４０万ということで、まだ６０万残

っている中で、年前に支援協議会をまた開催しまして、実施について協議をしたのですけ

れども、時期的な部分もございまして、年度内にはできないだろうということでございま

した。それで、４０万、今回減額なのですけれども、１回分の２０万については、もしも

急遽３月までの状態で、開催に当たって予算がなくて事業ができないという部分であれば

困りますので、１回分だけは残しておこうということで、今回２０万円を残して、４０万

円を減額補正、４０万円を執行するというような形にさせていただいたところでございま

す。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 平成２７年度からこういったようなことが始まって、協議会をつくり上

げてやったので、なかなか大変だというご苦労はわかるのですが、昨年の末に協議会で議

論された中では、結構なカップルの成功率があって、年末まで続いていたというのがあっ

たというお話もありました。せっかく肝いりでこういうようなことをやられていて、今２

０万円ほどは残っているというお話ではありましたけれども、４０万というお金があれば

結構なことができるのかなというふうに思っているのですが、このタイミングで減額補正

しなかったら、多分なかなか難しいというタイミングはわかるのですけれども、せっかく

こういうチャンスがめぐってきたのにお金を余してしまうというのは、決して予算を全部

使い切れということではないのですが、ある程度やったイベントの中でも結果が残せたも

のですから、何かもったいないなという気はあるのですけれども、その辺について協議会

に入っている市としてはどういうふうに考えていらっしゃるのですか。

〇委員長 多比良和伸君 総務部審議監。

〇総務部審議監 熊崎一弘君 事業を１つ起こすに当たって、民間の方はそれぞれ仕事を

持ちながらやっているという部分もございます。非常に力を入れる部分、非常に時間もか

かるというようなことで苦労を伺っているところでございます。ただ、少子化対策の中で

の第一歩目の婚活ということでございますので、積極的に進めていきたいという意思表示

は市としてさせていただいておりますので、次年度以降も、同じレベルでやるというのは

ハードルが高いというお話もありました。小さい事業でもいいので、ぜひ回数を重ねてい

きたいなということで協議会の中ではお願いしたところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。
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〇武田圭介委員 これについては、３月の補正で一回減額補正という形で終わりますけれ

ども、新年度のほうでも予算が上がっているので、そちらのほうでやらさせていただこう

と思います。

次に、１０目市民生活推進費の中で、それぞれ４路線のバス運行に要する経費というこ

とで、収支不足額の補償金が計上されていますけれども、提案理由の説明の中では総額と

砂川の割合だけが述べられたのですが、特に滝川美唄線と滝川奈井江線の複数の自治体が

入ったところの割合の内訳というものを最初に教えていただけますでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 市民生活課長。

〇市民生活課長 東 正人君 ただいま美唄線、奈井江線ということの各市町の内訳とい

うことでございますけれども、まず美唄線でございます。美唄線につきましては、砂川市

は３９．１％、あと滝川市は５．３％、奈井江町は２６．２％、美唄市は２９．４％にな

ります。続きまして、滝川奈井江線になります。滝川奈井江線につきましては、砂川市は

６２．２５％、滝川市は８．４５％、奈井江町は２９．３％でございます。この割合につ

きましては、運行しております運行距離に対して行政区域がございますので、行政区域で

案分した負担率ということになってございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 これも毎年必ず議論になってくるのですが、ずっと今までもバスが赤字

路線で、こういった収支不足額の補償金というのが３月時期ぐらいに上がってくるのです。

結果的にはこういったような不足額の補償金をやるのだけれども、最終的にはバスが廃線

になってしまうという例が過去にも、花月線もそうですし、富平線もありました。今回は、

報道等によれば、上砂川のパンケの湯に行く路線についても廃線になるというような報道

もあります。今の現状としてはなかなか難しいと思うのですけれども、こうやって予算を

出しても、結局廃線を先延ばししているだけで、その後の展望というものが見えてこない

のですけれども、予算としてこうやって上がってきますから、その点については、近隣の

自治体ですとか運行会社さんとどういった話し合いというか、現況含めてどういったよう

なことに基づいてこういった予算を、割合の案分を話し合っていらっしゃいますか。

〇委員長 多比良和伸君 市民生活課長。

〇市民生活課長 東 正人君 負担割合につきましては、運行距離を行政区域で負担する

というのは、どこの路線も変わりません。あと、これは毎年でございますけれども、それ

塡ぞれの路線ごとに関係市町がございますので、今回の補 額につきましては中央バスさん

のほうから示された金額でございますけれども、その前になぜ今回こういう状況だったの

かということを説明させていただきますと、美唄線、奈井江線についてもなのですけれど

も、収入が減ったということは利用者が減っているということになりますが、その１つの

大きな要因としましては、マイカーの普及で利用者が減ってきているということと、もう

一つは、少子化ということで通学生、通学生というのは大体平日であれば定期的に使用し
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ていただけるのですが、これが減ってきているということと、２７年度につきましては、

２７年の４月、去年の４月なのですけれども、雪解けが早かったということで、通常であ

ればそこでバスを雪があれば利用していただく方が、中には今度、自転車を活用するとい

う方もいるものですから、それで４月の収入も減ってきているということと、そのほかに

も経常的な費用としまして、これは２６年の１０月から去年の９月までなのですけれども、

費用の部分として、この間は燃料が非常に上がったこと、それと２６年の４月に消費税が

上がったということで、タイヤだとか、そういう備品が上がったことによる経常費がかさ

んだという理由でございます。

今、この負担金につきましてはふえているという状況ではございますけれども、廃止と

いう論議ではなくて、中央バスの方と関係市町で、どういう時間帯に走らせればいいかだ

とか、それを協議してございます。どこの市も町もそうなのですけれども、路線バスは中

央バスさんしかいません。今のところに限っては国道１２号線になりますが、生活路線と

いうのは市民の大事な足であるということでございますから、減便というのも協議はして

ございますが、ここには砂川市だけの意見ではなく、各市町、また運行しているのは中央

バスさんで、中央バスさんによっては、赤字分も負担しているものもございます。ですか

ら、ここで協議して、検討してございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 なかなか特効薬がないということもわかるのですけれども、今答弁でも

ありましたように、幹線であると。それで、少なからずお年寄りが砂川の病院に通ったり、

あと学生さんが奈井江や砂川から滝川に通う学生さんもいるし、その逆もしかりです。だ

んだん、だんだん、ＪＲもそうなのですけれども、公共交通が大事だといいながらも結局

収支不足になるということは、利用者が伸びていかないということが大きな原因だと思う

のですが、私も自分の車を持っていませんから、バスを使うと、本当に空気だけを運んで

いるようなときもあると。負担の割合で、砂川市が１００％全部の持ち出しをしているわ

けではないとはいいながらも、税金をどんどん、どんどんこういうふうに出していった。

しかしながら利用者がふえないということは、結果的には最終的に廃線につながり、少な

からず家計に影響を与えたり、お年寄りに影響を与えたりとかということもあるものです

から、皆さん方ご苦労されているのは十分わかるのですけれども、せっかく収入が減った、

利用者が減ったとかという要因がわかっているのであれば、利用者をふやしていくという

ようなことも一緒に考えていかないといけないと思うのですが、その点というのは、会社

塡のほうからは、不足している部分を補 してくれれば、あとは利用者のことについては口

を何か挟むというか、何か協議をしていきましょうというような投げかけとかというのは

塡全くなく、ただ赤字を補 してくれといったような形で終わっているというような形でよ

ろしいのでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 市民生活課長。
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〇市民生活課長 東 正人君 利用者が減っているということで、その中で利用者をふや

すための手だてというのは、本当に難しいものがございます。ただ、今回の国道１２号線

におきましては、平行してＪＲ函館本線も通ってございます。ここにつきましては、駅か

ら駅、同じバスの運行距離でいうと割安というものもございまして、どうやらそちらのほ

うにいっているというお話も聞きますけれども、先ほども言いましたけれども、廃止する

ということはなかなか難しいものでございます。あと、中央バスさんにおきましても経費

節減ということで、バスも大型から中型に少し小さくして費用がかからないようにという

のも、中央バスさんのほうも効率的な運行ができるような協議もしてございますので、た

だ、これについては毎年毎年、市町、バス事業者を含めまして検討はしていきたいと思い

ます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 最終的にはちゃんと路線が存続されることを望みますけれども、決して

悲観的になってはいけないし、皆さん方のご努力も十分理解しているつもりですが、なか

なか特効薬がない中で、過去には廃線になっていった経緯があるものですから、会社から

言われて、このお金を出さなければいけないというのは当然なのでしょうけれども、それ

だけではなくて、何とか皆さんで知恵を出し合って、この路線を守っていくというような

ことを粘り強くやっていっていただきたいなと思います。

それから、１１目情報化推進費の、先ほど提案理由の説明であった情報化推進に要する

経費についてですけれども、セキュリティ強化対策委託料ということで４，０７２万８，

０００円ほどが計上されていて、基幹システムの改善等を行うということなのですけれど

も、もう少し詳細を教えていただけますでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 今回補正を計上させていただきましたセキュリティ強化対策委

託料４，０７２万８，０００円についてでございますけれども、国は各自治体に対しまし

て、日本年金機構の情報流出問題を踏まえて、これからマイナンバーが本格的に稼働して

いく、そういった中で、より自治体職員が取り扱う情報管理についての徹底的なセキュリ

ティ強化を求めるということでの通知等が来てございます。ついては、当市といたしまし

て、今職員が使用しているパソコンについては、自治体間のネットワークでありますＬＧ

ＷＡＮに接続されているものでございますけれども、これについて国は、ＬＧＷＡＮのよ

り安全な確保ということで、インターネットとの分離を図るようにという通知でございま

すので、これについて、既存のＬＧＷＡＮと各職員が使うインターネットを分離するため

の費用、それがこの約４，０００万の費用でございます。

具体的には、インターネットに今接続しているのですけれども、それで各職員が別々の

パソコンを１台ずつ持つということではなくて、１台のパソコンで、直接的にインターネ

ットにはつながらないのですが、いわば各パソコン端末がモニターのような形で、そこに
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サーバーだけがインターネットにつながるというようなシステムを導入するためにこれだ

けの経費を要するということで、今回計上させていただいたところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 そうすると、インターネットとの分離をするものだけで、私はセキュリ

ティの強化対策というふうに言っていたので、もう少しセキュリティとしてソフト面とハ

ード面とあったのかなと。つまり、結果的にはセキュリティというのは、人の過失や、故

意はないと思いますけれども、過失ということもありますし、そういったようなことに対

する研修ですとか、あるいは、よくほかの自治体でもあった例ですが、本来は内規では禁

止されているのだけれども、持ってきたＵＳＢに情報を移しかえて、残業とか、ほかのと

ころで使ってしまったり、情報を漏えい、紛失してしまったりということがあるのですけ

れども、ここに出ているセキュリティ強化対策委託料って、これだけの金額をかけても、

要はインターネットの遮断というだけで、ほかのソフト面とハード面のものについては特

に国からも、国の補正予算絡みでそういったようなことを、セキュリティ対策としてマイ

ナンバーの関連でしなさいというようなことはなかったという理解でよろしいのですか。

それとも、あった中のメニューの中でこれを選んだということなのでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 委員ご指摘のように、国からは、例えば職員が情報を持ち出す

ような体制についても決してないように、そういったセキュリティ対策も講じるようにと

いうことでの、通知の中にはそういった趣旨も含まれてございます。そういった状況の中、

当市においては、既に庁内のネットワーク体制の中で各職員が、例えば勝手にＵＳＢで情

報をそこからダウンロードするといったようなことはできないような管理ソフトを導入し

ておりますので、この点についてはさらに経費を要するところではないというところで、

現状として対応はできているものということで、その分についての経費は含まれておりま

せん。

また、各職員が取り扱うパソコンについての厳重なセキュリティを向上させるという点

では、例えばセキュリティ強化対策の下に生体認証管理システム導入委託料も計上してご

ざいますが、これも今回、国の補正予算の中で予算を計上させていただいているものです

が、これについては、職員のうち、税や住民基本台帳等の基幹系の業務ソフトを取り扱っ

ている職員に対しまして、当然そのソフトを使うにはパスワードを付与した中で取り扱っ

ていますが、それだけではなく、さらなる認証ということで、取り扱う職員の指静脈を差

し込んで、その中で事前に登録してある職員しか使えないような、そういった措置を講じ

るための予算がこちらの予算でございまして、国についてはそのように複数の点でのセキ

ュリティ対策を求め、当市といたしましてこういった対応を図りたいと考えているところ

でございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。
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〇武田圭介委員 生体認証のことは次に聞こうと思っていたのですけれども、セキュリテ

ィ強化対策の中で、ＵＳＢの対策は済んでいると。確かに、ＵＳＢを持ってきたものは、

登録外のＵＳＢだとはじいてしまうし、情報推進係の許可をいただかないと、市役所の端

末とは接続できない形にはなっています。しかし、一旦許可をもらって、そこにＵＳＢを

差し込んで情報が入った後、そのＵＳＢを今度、例えば自宅に職員の方が持ち帰ったり、

または途中で紛失するというおそれは出てくるわけですので、せっかくその通知の中でも

職員に対するセキュリティ強化のことについても触れられているわけですから、対策委託

料ということであるのであれば、いま一度そういったような職員に対する情報セキュリテ

ィの研修会なり、あるいは、民間資格ではありますけれども、こういうＰＣとかのセキュ

リティ対策を推進するためのいろんな資格というか、そういった専門的なトレーニングを

受けるようなセキュリティ強化対策をしているような例もありますので、そういったよう

なことというのは今回予算を上げる上では検討はされなかったということですか。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 今回の予算計上に当たって、直接的に職員の研修に要する部分

というものは計上してございません。と申しますのは、委員ご指摘のとおり、まさに職員

個々のモラルによっては、情報流出という懸念は当然に生じるところでございますが、当

市におきましては、情報セキュリティポリシーのもと、各階層別研修または一定年度の経

験年数等を持った職員については、外部でのネットでの通信教育によるセキュリティに関

しての研修等を既に講じているところでございますので、この点については、今後とも研

修の徹底を図る中で職員のセキュリティに対しての遵守を図ってまいりたいと考えている

ところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 意図的に、故意的にやる職員の方って多分いらっしゃらないと思うので

すけれども、喫緊では大阪府の堺市の例でもあったように、要は仕事が終わらないからと

いうことで、その方も悪気があって持ち出したわけではありませんけれども、結果的に何

十万人という方の有権者のデータが流出したこともありましたので、こういったような研

修というのは一回やって終わりではなくて、継続的に常日ごろから注意喚起をしていく必

要があると思いますので、今回予算を上げてくる考えの中ではそれがなかったということ

ですが、国からの指針に基づいて、そちらのほうは今後いろいろな機会を捉まえて、ぜひ

ともそういったような強化の対策についても推進をしていっていただきたいなと思います。

次に、生体認証管理システムなのですけれども、先ほど基幹システムのうち税務情報で

すとか住民基本台帳、そういったようなところの職員に限って、指静脈とおっしゃられた

と思いますけれども、そういったパスワード以外にも各個人の持つ特色を使っての認証を

するということなのですが、職員の方は異動もあるわけですので、ここで集められた職員

のプライバシー、データというのは、職員が異動すると当然そのパスワードの解除機能も
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変わってきますけれども、こういったものというのは、税とか住民基本台帳を扱う部署か

ら離れた場合、その都度抹消されて、新しい職員のデータとして更新されていくといった

ようなものになるということですか。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 ご指摘のとおり、年度の異動に伴いまして、取り扱う職員につ

いては今後、当面取り扱わないということが生じますので、そういったデータは抹消し、

新たに異動で配置になった職員のものを登録し、万全を期していくところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 私が心配しているのは、別に皆さん方を疑っているわけではないのです

けれども、マンパワーが不足して、どうしてもいろんなやらなければならない仕事の力点

を考えたときに、こういったような簡単な事務作業というものがおろそかにされると、そ

ういったようなところからいろんな方がアクセスできるようなおそれもあるわけです。つ

まり、こういうふうに情報化が進展していくと、ボタン１つとか登録の仕方、データの残

り方１つで、そういったアクセスにしてもデータの流出にしても気軽にできるようになっ

てしまうので、その辺は厳格にやっていっていただきたいと思うのですけれども、一方で、

一旦集められた職員の指静脈の情報というのも重要な個人のセンシティブなプライバシー

の情報だと思うのですけれども、これを抹消するときの、ちゃんと立ち会いというか、確

認というのは徹底されるということでよろしいのですか。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 情報の取り扱いにつきましては、情報所管の総務課の情報推進

係のほうで登録、抹消等の業務を行ってまいります。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 住民の皆さんの情報を守ることも一番大切なことでありますけれども、

同時に働く職員の皆さんの情報というものも、職員という立場を離れてみれば個人の情報

ですので、その辺の情報の取り扱いというのも十分留意していただきながら情報化の推進

に努めていっていただきたいと思いますし、先ほど申しましたように、セキュリティの強

化対策というのはイタチごっこのようで、情報技術というのは日進月歩していくものです

から、この辺についても常に注意喚起等、新しい情報の入手、それから各個人の意識、モ

ラルのレベルを上げていくといったようなことについても励んでいっていただきたいと思

います。

終わります。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

増山裕司委員。

〇増山裕司委員 私から何点かお伺いさせていただきます。

まず、１目総務管理費、ふるさと応援寄附金に関する経費についてお伺いします。先ほ
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ど本会議場で小黒議員とのやりとりを大変興味深く伺っておりました。ふるさと応援寄附

金に関する経費が２，２９１万８，０００円ほどオーバーしておりますけれども、この種

の謝礼金がふえたということは、経費がふえることは大変好ましくないことですけれども、

ふるさと応援寄附金に要する経費は、その性質上、ふえるということはそれだけ収入もふ

えているということで、大変評判がいいのだなということで喜んでいるわけなのですけれ

ども、そこで、先ほどのやりとりの中で総務部長は、返礼品の拡充、見直しについて今後

も検討していく旨のご発言があったと思います。そこで、私も幾つかアイデアがございま

して、ご存じのように、私はよそ者ですから、砂川生まれではございません。現役時代、

あちこち転勤族で歩いておりましたので、そういったことも含めて、経験談になりますけ

れども、こういったアイデアはどうでしょうかということでご提言させていただきます。

この謝礼なのですけれども、今、革製品、先ほど、メーカーの名前言ってもいいのです

よね。地元ですからよろしいですよね。まずければ、砂川の某社の革製品が大変評判がい

いと。私の知り合いも申し込んだけれども、すぐにくれないということで、それだけ希望

者が多いということなのかなということで大変喜んでいるわけですけれども、先ほど、も

の以外でもアイデアがあるのではないかというようなことで、私そのことで、もの以外の

ところで提案させていただきたいのですけれども、例えば今、鳥獣被害で、鹿とかアライ

グマの被害がありますよね。箱わなだとかそういったことで、私どもも社会経済委員会で

伺っております。そういったものの体験だとか、そういったものを見ていただくとか、そ

れからサービスで、病院は先ほど人間ドックみたいなことをやっていますというお話があ

りましたけれども、砂川市立病院の中を見学していただくと。ハイブリッド手術室などい

ろいろありますよね。そういった見学ツアーだっていいのではないのかなと。

あとは、砂川は医療と福祉のまちでございますので、例えばつむぎだとか、つばさだと

か、くるみ会の関係ですとか、いろいろあるのです。そういったものも体験ツアーしてい

ただく。それから、農業体験で、先ほども話題になっておりましたけれども、リンゴ園と

か果樹園とか、いろいろあります。稲刈りもいいと思うのです。そういったものも体験ツ

アーとしていかがかなと。それから、何も砂川だけでなくても、定住自立圏の話の中で歌

志内、滝川、そういったところと話し合ってもいいのかなというふうに、共同でやっても

いいのかなと思っております。あと、砂川でやっている除雪車の体験、こういうのも、本

州の人から見ると経験することはないのです。こういったことも、ふるさと応援寄附金に

対する謝礼の一環として検討してはどうかなというふうに思っております。一般質問に近

くなっているみたいですからこの辺でやめますけれども、そういったことについてどのよ

うに考えているか、お聞かせ願える範囲で伺いたいのですけれども。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 いろいろな体験型ということでの、いわば特産の返礼品という

ご提案でございますけれども、そういったことを果たしてできるのかどうなのか。いずれ
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にしましても、特産品のメニューそのものも含めて、今、寄附をいただく、砂川を知って

いただく機会として、そういったメニューの拡充ということについては、今後とも積極的

に取り組んでまいりたいと考えてございます。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 検討していくということですので、また後日、その結果について楽しみ

にしております。

あと、ふるさと応援寄附金に関する経費のうち、通信運搬費が６４万６，０００円△に

なっていますよね。寄附金の謝礼はオーバーしていると。通信運搬費が余ってしまったと

いうのは、何か理由があるのでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 通信運搬費の減額につきましては、当初見込んでいる通信運搬

費約３２７万に対しまして、今の決算見込みとしまして２６２万というところで減額させ

ていただいていますが、当初の見込みといたしましては、通信運搬費、これは送料でござ

います。特産品の中には、例えばクールの形で送らなければならない、また遠隔地であれ

ば当然それだけ費用を要するということで、１件当たりマックスで１，６００円相当とい

うことでの予算の見込みを立てましたが、全てが遠隔地、クールというわけではございま

せんでしたので、結果的に必要分といたしまして２６２万で足りるであろうということで

減額させていただいた次第でございます。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 わかりました。これは手数料に入るのかどうかわからないのですけれど

も、先ほどの本会議の話の中で、繁忙期、非常に多忙を極めているときに臨時職員を活用

する話とかいろいろ出ていましたよね。そこで、そういった費用というのはこの中のどこ

に入るのですか。謝礼の中には入ってくるのでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 臨時職員の経費につきましては、直接的にふるさと応援寄附に

要する経費の中には計上してございませんで、１ページ前の７３ページに職員事務に要す

る経費がございまして、その中の賃金のところで臨時職員の賃金については予算を執行し

てございます。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 わかりました。そこで、これもアイデアなのですけれども、職員を臨時

職員にするのも一つのアイデアだと思うのですけれども、今、地域おこし協力隊というの

がありますよね。今、経済部でやっていますけれども、それとは別個に、地域おこし協力

隊、つまり外の人たちの目を使ってやってみるというアイデアはいかがでしょうか。それ

は景品の選択もそうですし、新たな目で実務をやってもらうということも含めて、そうい

ったお考えはないかどうかお伺いします。
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〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 ふるさと特産品ということで、まず地元について十二分にご理

解いただいている中で考えていかなければならないということからしまして、現在、地域

おこし協力隊の活用というものについては考えてございません。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 それはまた別の場で一般質問させていただきますので、そういったとこ

ろでも議論させていただきたいと思います。

次に、８３ページ、スマートインターチェンジの設置推進に要する経費について伺いま

す。この中で横断幕等修正委託料が１２万１，０００円ほど余っている。それから、その

他の経費で１５万９，０００円ほど余っているということで、１２万１，０００円ほど余

っているということは、当初の見込みと何かそごがあったのかどうか、その辺についてお

伺いしたいのですが。

〇委員長 多比良和伸君 政策調整課副審議監。

〇政策調整課副審議監 河端一寿君 今ご質疑ありました横断幕修正委託料でございます

けれども、当初、補正で計上させていただいた際には、開通につきまして季節と月日と２

つの文字修正を考えていたところです。たまたま８月８日の開通ということに急遽なりま

したので、季節を省きました。その分の減額分が１２万１，０００円となっております。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 よくわかりました。その他の経費の１５万９，０００円についてもお伺

いしたいのですが。

〇委員長 多比良和伸君 土木課長。

〇土木課長 荒木政宏君 スマートインターチェンジの推進に要する経費の中には土木の

分もございまして、これは今年度当初に舗装等工事を行ったときの道と国との関係機関と

の協議分ということで、当初、札幌への旅費、ＪＲ６０回、公用車１５回ほどを見ていた

のですが、６０回分を見ていたうち実際にＪＲで行ったのが２７回だったものですから、

その分１４万９，０００円を土木のほうの旅費ということで今回削減させていただいたと

ころでございます。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 わかりました。

それで、スマートインターチェンジなのですけれども、利用度というか、その辺はここ

で聞いていいのでしょうか。わかる範囲で、今まだ発足して何カ月ですか、当初の見込み

と比較して今は順調に推移しているのかどうか、その辺について、わかる範囲でよろしい

のですが、伺います。

〇委員長 多比良和伸君 予算を伴わない質問になりますので。

〔「はい、わかりました」との事あり〕
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〇委員長 多比良和伸君 その他。

〔「では、質問を変えます」との事あり〕

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 失礼しました。では、定住自立圏構想の推進に要する経費について伺い

ます。ここに定住自立圏構想推進負担金と書いてあります。６万８，０００円余りました

ということですが、この内容について伺います。

〇委員長 多比良和伸君 政策調整課長。

〇政策調整課長 河原希之君 定住自立圏の補正につきましては、中心市である砂川市と

滝川市のほうで、定住自立圏のビジョン懇談会の開催、さらには委員さんの報酬、さらに

は会場使用料、それと「ビジョン」という一冊の本ができる印刷製本費、これを滝川市と

砂川市のほうで負担をしているということでございますが、当初予算が５０万８，０００

円で組んでいたところ、決算見込みが２８万７，５００円となりまして、砂川市と滝川市

の国勢調査、２２年の国調の人口の割合で案分して支払うというふうになっておりまして、

これに伴う当初負担額から砂川市は６万８，０００円が減額になったという内容でござい

ます。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 わかりました。

以上です。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

武田真委員の質疑は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午後 ２時２３分

再開 午後 ２時３３分

〇委員長 多比良和伸君 休憩中の委員会を再開します。

武田真委員の質疑を許します。

〇武田 真委員 ８０ページの情報化推進費についてお伺いいたします。先ほどもご説明

がありましたけれども、最終ゴールは平成２９年４月までということだったのですけれど

も、今般の事業で整備する事業の大まかなスケジュールについてまずご説明をお願いした

いということと、あとＬＧＷＡＮとのインターネットの分離ということだったのですけれ

ども、砂川市はホームページ等を持って、ウエブサーバーあるいはイントラネットの仕組

み等ございますけれども、それについては今般のセキュリティ強化対策委託料において対

策はされていないのかどうかを確認したい。あと……

〇委員長 多比良和伸君 武田真委員、一問一答でお願いしてよろしいでしょうか。

総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 セキュリティ強化対策委託料及び生体認証管理システム導入委
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託料のスケジュールに関しましては、平成２７年度、国の補正予算に伴い、今回補正計上

を議決いただいた後には、明許繰り越しといたしまして、平成２８年度中に事業所と契約、

そして事業を遂行してまいりたいと考えております。

〇委員長 多比良和伸君 武田真委員。

〇武田 真委員 スケジュールはわかりました。

２点目、今般のセキュリティ強化対策委託料について、砂川市が保有しておりますホー

ムページあるいはイントラネット等のシステム等ございますけれども、そのセキュリティ

強化対策については、今般のセキュリティ強化委託料で対応されているのかどうか確認い

たします。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 このセキュリティ強化対策委託料の中で、いわば３つのネット

ワークを構築するという形になるものでありまして、１つは、純粋に住民税や税などの、

いわばマイナンバー関連を含む基幹系のネットワーク、もう一つは、それは所管職員が限

られるわけでありますが、全職員が使う、いわば情報系のネットワーク、この中で、例え

ばホームページの作成などのイントラネット系のものについてもセキュリティが確保され

るという仕組みでございます。もう一つは、インターネットにつながる、これはこれで一

つのネットワークという３つのネットワークを構築するのが、今回の対策委託料の内容で

ございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、市の保有しているホームページ等のウエブサーバー等の

セキュリティについては、今般のセキュリティ対策では委託にはかからないということで

確認してよろしいでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 直接的に３つのうちの１つのネットワークの中で構築されると

いうもので、ホームページに係るサーバーについての経費は、この中では特段入っており

ません。

〇委員長 多比良和伸君 武田真委員。

〇武田 真委員 そうしますと、昨今話題になっているホームページの改ざん等について

は、別立ての手段で対策するということで解釈してよろしいのでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 市長公室課長。

〇市長公室課長 安原雄二君 ホームページの質問なのですけれども、既にホームページ

は、市役所のサーバー室にはサーバーがございません。ただ、東京近辺、関東周辺のデー

タセンターにサーバーがございまして、そちらのほうでパターン更新ですとかウイルスチ

ェックですとか、そういったセキュリティ対策は既に講じております。

〇委員長 多比良和伸君 武田真委員。
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〇武田 真委員 そうしますと、今般の対策については十分、国の指導がされています自

治体情報セキュリティ対策には既に対策済みということで、今般はそれは対策しなくても

大丈夫ということでよろしいのでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 市長公室課長。

〇市長公室課長 安原雄二君 ホームページに関しては、今回のセキュリティ対策に準拠

しているので、大丈夫だと思います。

〇委員長 多比良和伸君 武田真委員。

〇武田 真委員 最後に、先ほどもＵＳＢの話、ずっとされていたと思うのですけれども、

本来の国の補助事業では、ＵＳＢ対策ということで補助金のメニューにあったと思うので

すけれども、それは砂川市においては、先ほども説明ありましたけれども、ソフト等でし

っかり対応されていて、情報漏えいはないということで、今般の委託料には入れなかった

ということで確認してよろしいでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 総務課長。

〇総務課長 安田 貢君 委員ご指摘のとおり、当市においては、既にそういった職員が

個々に、情報管理の部署の許可なく情報を取得するようなことはできないソフトが入って

おりますので、それについては対応が講じられているところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に進みます。８４ページ、第２項徴税費。

増山裕司委員。

〇増山裕司委員 ２項徴税費、１目徴税費について伺います。市税の徴収事務に要する経

費の中で、コンビニエンスストア収納事務手数料６万８，０００円がありますが、まず市

税のコンビニエンスストアの徴収割合というか、市税全体の内訳というか、そういうもの

を教えていただきたいのですが。

〇委員長 多比良和伸君 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時４０分

再開 午後 ２時４３分

〇委員長 多比良和伸君 委員会を再開します。

税務課長。

〇税務課長 為国修一君 ２７年はまだ終わっていませんので、参考までに２６年度の実

績、件数ベースでいいますと、普通納付のうち、３１．２７％の比率でコンビニ納付がさ

れているということです。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 ２６年度で３１．２７％といったら、結構皆さん利用されているのだな

というふうに思いました。
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次に、３割を超えるほど利用率が上がっているということは、徴収率の向上にもつなが

っているのではないかと思うのですが、その辺についてはいかがでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 税務課長。

〇税務課長 為国修一君 ２６年度の収納率というのは前年を全て上回っておりますので、

一概にコンビニエンスストアの収納が始まったからということではないかもしれませんけ

れども、一つの要因としては、収納率、２３年にコンビニ納付を始めたわけですけれども、

そこから伸びてきておりますので、一因にはなっているかというふうに考えています。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 今の課長の話で大体見えてきたのですが、市民の評判というか、先ほど

５年ほどたちましたということで、３割を超えるほどになってきたということで、市民の

評判もいいから上がってきているのかなと思うのですが、原課ではどのように受けとめて

いるでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 税務課長。

〇税務課長 為国修一君 ２３年度に始めてから、コンビニの収納件数を見ますとおおよ

そ２割ぐらい上がってきているので、直接納税者の方にお話を伺ったわけではありません

けれども、コンビニエンスストアは当然のことながら２４時間営業しているということも

ありまして、普通の金融機関で納付するよりも利便性があるということで、我々としては

コンビニエンスストアというものは十分収納率に貢献しているものだというふうに考えて

おります。今後もＰＲをしていきたいというふうに考えています。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に進みます。同じく８４ページ、第３項戸籍住民基本台帳費、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に進みます。８６ページ、第４項選挙費、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

８８ページ、第５項統計調査費、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

９０ページ、第６項監査委員費、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

９２ページ、第３款民生費、第１項社会福祉費、質疑ありませんか。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私は、年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業について、対象者等、

どんな方々にというところをお伺いしたいと思います。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 今回の補正予算の年金生活者等臨時福祉給付金の対象者で
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ございますが、こちらにつきましては、今年度、２７年度に実施しました臨時福祉給付金

の対象者のうち、本年の２８年度に６５歳以上になる低所得の高齢者が対象となるところ

でございます。対象の人数といたしましては、３，０００人を見込んでいるところでござ

います。

〇委員長 多比良和伸君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 もうちょっと詳しく、臨時福祉給付金の対象者のうちの６５歳以上とい

う理解でいいのかどうかなのですけれども、それ以上の要件はないということでいいので

すか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 今年度の臨時福祉給付金の対象者は、非課税者ということ

になってございます。今回の年金生活者等臨時福祉給付金の対象者は、非課税者で、かつ

平成２８年４月１日以降に６５歳以上になる方が対象となるということで、１人３万円、

３，０００人を対象としているというところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 臨時福祉給付金ってありましたよね。そのうちの６５歳以上の方、こと

し中に６５になる人も含まれるということだから、６５歳以上の方々全部がそのまま３万

円の対象者だということではなく、もうちょっとプラスされるかもしれないということで

すよね。そこをもう一回確認させてください。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 低所得の高齢者が対象ということで、平成２８年４月１日

以降に６５歳になる方が対象という形になります。

〇委員長 多比良和伸君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 なかなかホームページを見てもわかりづらいのです。どこがどこまでな

のか。今のは結構、前回あった臨時福祉給付金の人の６５歳以上ということになるとわか

りやすくなったかなというふうに思うのですけれども、繰越明許費になっていて、今後、

日程的にどんなふうになっていくのか、どの時点でお知らせが皆さんにいくのかというの

をお伺いしたいのですけれども。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 こちらにつきましては国の補正予算事業となってございま

して、２８年度に繰り越して実施することとなっております。こちらの実施のスケジュー

ルでございますが、５月の連休明けから申請受付を開始いたしまして、ことしの８月３１

日を期限として申請受付を実施する予定でございます。

〇委員長 多比良和伸君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 連休明けから８月３１日までの間に申請をしてもらうということなので

すね。では、広報等でのお知らせというのはこの前ということになると思うのですけれど
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も、もう少し日程的なところを。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 周知の関係につきましては、予定といたしましては、５月

１日号の広報で周知をする予定としております。また、対象者につきましては、今回、平

成２７年度の個人市民税が課税されていない旨のお知らせを税務課のほうからしていただ

きまして、そのお知らせの郵便とともに臨時福祉給付金のチラシ、さらには申請書をお送

りして、郵便でも受け付けるという対応をとるところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 となると、申請書が届くまでは待っていればいいということで、申請書

を持っていったときに、あなたは対象になりませんということもあり得るということでし

ょうか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 ２７年度非課税ということで、臨時福祉給付金の対象にな

っている方を基本に６５歳以上の方に申請書をお送りしますので、ほとんどの方が漏れな

く対象になるとは思いますが、その後に課税の対象になった、税の状況が変わった場合に

つきましては対象外になる場合もありますけれども、その辺は税のほうを確認しながら対

応していきたいというふうに考えております。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 私も同じところになるのですけれども、その前に臨時福祉給付金支給事

業に要する経費、先ほど本会議の提案説明の中で、減額補正２８２万円がされているのは

給付実績によるものというものがあったのですけれども、この点をもう少し詳しく説明し

ていただけますか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 ２７年度に実施いたしました臨時福祉給付金でございます。

こちらのほうは１人６，０００円ということで臨時福祉給付金が支給されたところでござ

いますが、当初の見込みといたしましては、４，７００人を見込んでいたところでござい

ます。こちらのほうは、８月３日から１２月１８日を申請期限といたしまして実施いたし

まして、支給人数が４，１７３人となったところでございます。今回の３月補正、決算見

込みでございますけれども、当初予算の９０％ということで減額補正をさせていただいた

ところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 対象者が４，７００人を見込んでいて、実際に９割は達成したというこ

とだったのですけれども、これに関しての周知というのはどのようになされたのですか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。
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〇社会福祉課長 近藤恭史君 こちらの周知につきましても、先ほど申しましたように、

対象者が平成２７年度非課税者ということで、税務課のほうから平成２７年度市民税が課

税されていない旨のお知らせをする際に、対象者に申請書のほうを同封してお送りさせて

いただいております。その他、広報ですとかホームページで周知をさせていただいており

ますので、漏れなく対象者には通知が行っているものと考えているところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 通知が行っていても、例えば、この場合はたしか、平成２６年は消費税

の引き上げとか激変緩和のような趣旨があって、こういったお金が出されたものだと理解

しているのですけれども、当然非課税世帯になってくると、お年を召したりとか、体のぐ

あいが悪かったりする方もいらっしゃるので、せっかく国からこういうようなお金が来た

ときには、１００％は理論上は可能であっても、現実には難しいとしても、９割でもすご

い数なのですが、数だけで見ると５００人近くの方が当初の見込みに比べて当たっていな

いものですから、これが今後、今繰越明許で実施される年金生活者等支援臨時福祉給付金

支給事業に要する経費としてかかっているところでも、３，０００人の対象者がいるとい

うお話が先ほどあって、３，０００人を１００％にするのは難しいかもしれないのですけ

れども、少しでも漏れをなくすために周知を徹底してほしいと思うのですけれども、先ほ

ど小黒委員の質疑の中でもありましたけれども、特に、ちょうど制度が続くわけで、９０

％という実績を見ながら、次に同じようなまた事業が続くということなのですが、そこで

周知について工夫しようとかという話は原課の中では出ませんでしたか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 これまでは、この手の給付金の申請につきましては、窓口

に来ていただいて申請を受け付けるという形が主でございましたが、臨時福祉給付金の制

度、２年前から実施をしておりますが、先ほど申しましたように、対象者に申請書をお送

りするとともに、返信用の封筒も同封して、郵便で受け付けるという手法をとっていると

ころでございます。郵便で受けますと不備の書類もありますが、その際にも不備の箇所を

指摘いたしましてお送りして、またさらに返信用封筒を同封して再申請していただくとい

うような方法もとっているところでございます。また、地域の民生委員さんのほうにも制

度の説明をいたしまして、お年寄り、また地域の住民から相談を受けた際には申請の仕方

がアドバイスできるように、そのような取り組みも進めているところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 ６，０００円という額も確かに大きかったのですけれども、１人３万円

になるとかなり大きな額になってくるわけですから、これは非常に助かると思うのです。

ですので、今ほどおっしゃられたように、民生委員さんにも相談をして、アドバイスがで

きるような環境も整っているようですので、ぜひとも、少しでもというか、１００％に近

くなるようにご努力をしていただきたいと思います。
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次に、９５ページ、知的障害者自立支援に要する経費というところで、自立支援給付費、

先ほど本会議場での提案説明の中では、この１，１３７万４，０００円についてはグルー

プホームへ移行するとか、需要者がふえたということだったのですけれども、この辺、状

況としてはどういうふうになっているのか、もう少し詳細に教えていただけますでしょう

か。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 知的障害者自立支援に要する経費の自立支援給付費１，１

３７万４，０００円の増額補正でございますが、こちらにつきましては、自立支援の福祉

サービス利用者がふえたことが主な要因ということでございます。主な内容といたしまし

ては、グループホームの利用が当初見込みに対しまして８人ふえまして、８３０万６，０

００円の増となっているところでございます。また、就労移行支援のほうも、こちらのほ

うも８人ふえてございまして、４０６万２，０００円の増となってございます。また、生

活訓練、こちらのほうは当初見込みに対しまして４人ふえまして、１８５万３，０００円

の増が主な増額の要因となっているところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 人数がふえたというのは、基本的によそのまちから移ってこられた方々

なのか、それとももともと市内に住んでいた方がこういったような障害を持たれて、そう

いうふうになっていったのかという、そういう点というのはどういうふうになっているの

でしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 利用者の増につきましては、前年度の実績をもとに当初予

算を立てているところでございます。前年度に比較してふえたということでございますが、

こちらのふえた方々の状況といたしましては、中には転入者の方もいらっしゃるのですけ

れども、身体の状況が変わって、新たにサービスを受けられるという申請がなされて、利

用者の増につながっているという状況でございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 わかりました。

次に、９７ページですけれども、身体障害者自立支援に要する経費ということで、自立

支援医療費で３５６万８，０００円がありますが、本会議の提案理由の説明の中では１件

当たりの医療費がふえているという話だったのですけれども、この辺の詳細を教えていた

だけますか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 身体障害者の自立支援医療費でございますが、こちらの障

害者医療費を利用されている病状につきましては、人工透析患者が多くを占めているとこ

ろでございます。１人当たりの医療費がふえたということでございますけれども、本人負
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担分を公費負担しているところでございますが、今回、生活保護を受給されている方、こ

の方は公費負担１０割なのですけれども、人工透析に伴う入院が生じたため医療費が増額

になったというようなことが主な要因となっております。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 そうすると、確認ですけれども、人数的にはさしたるものはふえていな

くて、特定の方の要因が大きいという理解でよろしいですか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 人数的には、当初予算の人数と今回の３月補正時点での人

数、今後の見込み数は大体同じような数字というところでございます。医療費の利用者の

状況が生活保護者ということで、額が上がったというのが主な要因でございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 同じくそこの場所で自立支援給付費で２９２万５，０００円ということ

で、提案理由の説明の中では生活介護云々というお話があったのですけれども、この内訳

というのはどういうふうになっていますか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 こちらの身体障害者の自立支援給付費２９２万５，０００

円の増でございますが、こちらも先ほどの自立支援給付費、知的と同様に、サービス利用

者の増が主な要因となってございます。内訳といたしましては、生活介護が当初見込みに

対しまして３人増となっておりまして、５９０万７，０００円の増となってございます。

また、施設入所支援ということで、こちらが当初に対しまして１人ふえまして、３４５万

６，０００円の増ということでございます。自立支援給付費、サービス利用、１人当たり

の利用料、取り扱い額が高額ということで、このような大きな増額となっているところで

ございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 当初の予算を組んだときから比べるとプラス３とプラス１ということで

あれば、さほど差はないのでしょうけれども、今答弁にあったように、それぞれ額が高額

になってくるものですから、補正するとすぐ１００万単位で出ていくということもあるも

のですので、この辺は、こういった方々を支えていくというのは、砂川は医療のまちでも

ありますから、大切なことだと思いますので、その辺はしっかりとしていっていただきた

いなと思います。

最後に、精神障害者自立支援に要する経費の自立支援給付費で１，５７６万２，０００

円の減、これはもちろん対象の減によるものなのですけれども、これについても詳細を教

えていただけますでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 こちらにつきましてもサービス利用状況によります給付額
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の減ということでございますが、詳細につきましては、グループホーム、こちらのほうが

１人減りまして、２４７万７，０００円の減となってございます。また、就労継続支援ａ、

ｂ型、こちらにつきましては５人、８０３万７，０００円の減、生活訓練、こちらにつき

ましては１人減の３８９万３，０００円の減というのが主な要因となってございます。特

にこの自立支援給付費、障害者に対する福祉サービスということで、障害者の身体の状況

によりまして利用の状況が大きく変わるということで、なかなか見込みが立てづらいとい

うのが現状でございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 見込みが立てづらいということもよく理解した上なのですけれども、対

象の方が減ったというのは、全く回復されてしまって対象から外れたというよりは、どこ

か別の場所に移るとか別の施設に移ったというふうに私は思うのですけれども、その辺と

いうのはどういうような現状になっていますか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 精神障害のサービス利用者の状況なのですけれども、こち

らのほうは、利用していたにもかかわらず、精神の状況が不安定となって途中で取りやめ

た、また体調が悪くて利用ができないというようなことで利用の減となっているところで

ございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 本来、福祉というものは公助ということが必要になってくるわけですか

ら、本来の制度が使えないのであれば、そのままそれを社会にぽんと放り出すわけではな

く、また別の制度で包み込むということも必要になってくると思いますので、その辺も、

こういったような取り組みをやっている中で、関係機関とも連携をして、福祉の充実に努

めていっていただきたいと思います。

終わります。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

増山裕司委員。

〇増山裕司委員 今、武田圭介委員のところで大分かぶっていたのですけれども、１点だ

け残っておりますので、伺います。９５ページ、福祉センター運営費補助金について伺い

ます。ここで、施設維持管理補助金９４万９，０００円が余ったというか、そういう表記

になっておりますけれども、この辺の理由についてまず伺いたいと思います。

〇委員長 多比良和伸君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 中村一久君 福祉センター運営費補助金の減額９４万９，０００円の内

訳ということでございますが、こちらにつきましては、一番大きな要因といたしましては

燃料費の減額ということで、こちらが５８万円程度ございます。重油ですとか灯油、ガソ

リン等の単価が減額になっているというところが一番大きな部分でございます。
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〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 わかりました。

次に、社会福祉協議会補助金が２４３万３，０００円余ったということですが、余った

という表現がいいのかどうかわかりませんが、もう少し詳しく教えていただきたいのです

が。

〇委員長 多比良和伸君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 中村一久君 社会福祉協議会補助金ということで、こちらの部分につき

ましては、社会福祉協議会の職員の人件費分ということでございます。一番大きな要因と

いたしましては、退職積立金、現行は社会福祉協議会の内部で積み立てをしていたという

ことでございますが、こちらの部分について制度見直しをいたしまして、社会福祉協議会

さんのほうで２８年度から中小企業退職金共済制度を活用するという部分で精査をしまし

たところ、今年度につきましては市からの支援分というのが不要になったということでご

ざいます。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 課長、中小企業共済、もう一度、メモをとり切れなかったので、済みま

せん。

〇委員長 多比良和伸君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 中村一久君 こちらの部分につきましては、勤労者退職金共済機構とい

う組織がございまして、こちらの制度の中で中小企業退職金共済制度という部分を活用し

て積み立てをするということで見直しするところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 課長、例えば私ども現役のときは厚生年金とかに入っていたのですけれ

ども、今、中小企業退職金云々とおっしゃるのはどういった運営になっていて、その辺に

ついてちょっと教えていただきたいのですけれども。

〇委員長 多比良和伸君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 中村一久君 ここの部分につきましては、先ほどもお話ししたとおり、

それぞれ退職金制度がございますが、社会福祉協議会さんの判断でということで、先ほど

お話ししたとおり、勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度という制度に乗って

積立金を管理するということでございます。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 私もボランティア等で福祉センターをよく使うものですから、福祉セン

ターの職員の皆さんは本当によく頑張っております。今お伺いすると、今回の補助金とい

うのは、決して削ったということではなくて、社協の判断で新しい制度に移行したという

か、そういうふうに聞こえたのですけれども、そのことが職員の皆さんの労働条件の維持

向上につながるように、これからも原課として補助のほうをよろしくお願いしたいという
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ふうに思います。

以上です。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に進みます。９８ページ、第２項児童福祉費、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１０６ページ、第３項生活保護費、質疑ありませんか。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 それでは、生活保護費で、生活扶助と医療扶助なのですけれども、減額

補正で１，０００万を超えていますので、この辺、人数７人、９人とあるのですが、その

内訳的なものを教えていただきたいと思います。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 生活保護費の扶助費の関係でございますが、初めに生活扶

助でございます。こちらにつきましては、昨年度の実績をもとに、当初、月平均といたし

まして２６８人を見込んでいたところでございますが、今回の３月補正時点では月平均２

６１人ということで、マイナス７人の減額分の補正となっているところでございます。

また、医療扶助につきましては、こちらも生活扶助と同様に積算いたしまして、当初、

月平均２６０人の利用を見込んでおりましたが、３月補正時点では２５１人ということで、

月平均といたしましてマイナス９人の減数となっているところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 まず、生活扶助から伺いますけれども、生活扶助というのは、砂川に暮

らしている方に対しての扶助もあるのでしょうけれども、いろんな施設とかの移送費も含

んでいるものだと思うのですが、その辺、当初の見込みから減ったというのは、砂川市外

のほうに出ていかれた人がいるのか、それとも扶助自体を受ける必要がなくなってしまっ

た状況なのか、その辺というのは、当初の見込みとの差が生じた理由というのは何でしょ

うか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 生活保護の受給者につきましては、それぞれ各月変動がご

ざいます。特に２７年度の前半は、生活保護の受給世帯が少し減りまして、このような影

響を及ぼしているところでございますが、減った要因といたしましては、生活保護世帯の

方の死亡、さらには就労による自立による廃止等が主な要因となってございます。

また、生活扶助費、今回このように減額の要因となったのは、年度当初、昨年実績の時

点では稼働世帯、働いて収入を得ている世帯が月平均いたしますと３１世帯でございまし

たが、今年度につきましては３１世帯より、平均に対しますと５世帯ほどふえているとい

うようなことで、収入があれば、その分、生活扶助費、収入認定いたしまして、扶助額が
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減るということもありまして、このような減額となっているところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 多分というか、いいことですよね。保護から抜け出されて自立をしてい

く。それから、今仕事がいっぱい募集がかかっていますので、稼働する世帯がふえてくる。

そうなると、生活扶助という、生活保護自体がそうですけれども、最後のとりで、セーフ

ティーネットでありますので、本当に困っている方に出さないといけないものですから、

少しでもそうやって労働意欲が出て、生活保護から脱出をして、社会復帰していこうとい

うふうになっているという傾向であるのはすごくいいことだと思うのです。

心配したのは、砂川は高齢化率も高いものですから、そしてお年寄りで生活保護を受給

されている方も多いものですから、こういった人数が減った要因が自然死によるものであ

れば人口減につながるだけで終わってしまいますので、その辺を心配したのですが、その

辺ではないということで安心しました。

同じように医療扶助のほうで月平均マイナス９人ということなのですけれども、ここも

今のお話からすると、病気にならないというか、病気にかかる方が少なかったとか、そう

いったような要因で、これは今回の減額の主なメインとして占めたということなのでしょ

うか。その背景というか、細かい詳細を教えていただきたいと思います。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 医療扶助の減につきましては、当然、生活扶助受給者の減

に伴って、人数が減ったことによって、その割合で医療扶助を受ける方が減ったというの

が主な要因だとは思いますが、今生活保護事務を進めていく上で、医療扶助の適正化にも

保護係のほうで一生懸命取り組んでいるところでございます。重複受診をしないようにで

すとか、また後発医薬品の医師が認めるものについては積極的にそちらのほうを取り入れ

るように促すなどして、医療扶助の抑制に努めているところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 今の答弁の中で、まさに聞きたかったことなのですけれども、国が医療

費の適正化、それから医療費の無駄を少なくするということで、まさにジェネリック医薬

品、後発医薬品の推奨というようなことを始めたり、生活保護を受給されている方に積極

的に勧奨していったらどうだという話があったのですけれども、これは実際に医療現場で

お医者さんが最終的に判断することと本人の意思というものが大切になってくると思うの

ですが、医療扶助を減らすために、今回１，１２０万３，０００円という額なのですけれ

ども、特に砂川市として生活保護受給者に対して、強く勧奨することはないのでしょうけ

れども、一応そういった後発医薬品のお知らせとかというものも踏まえているということ

なのでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 こちらの後発医薬品の推奨につきましては、今、国、道か
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らもこちらを勧めるようにということで福祉事務所のほうに指示が入っているところでご

ざいます。砂川市も数年前から、生活保護受給者に対しましてこの制度を説明いたしまし

て、医師がこの後発医薬品の使用を認めている場合は使用していただくようにということ

で促しているところでございまして、受給者がポケットに入れて持ち運びできるように、

このような小さいパス型のカード、ジェネリック医薬品を希望しますというようなカード

を配布いたしまして、薬局に行った際にはそれを提示しながら使用してくださいというこ

とで促しているところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 最後に確認ですけれども、決して受給者の方に強制になるような形では、

そういった勧奨が行われていないということだけを確認したいと思うのですけれども。

〇委員長 多比良和伸君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 近藤恭史君 その都度強制しているわけではございませんで、砂川市内

の病院、さらには薬局もそのような取り組みを進めているということで、薬局自体がお客

さんに声をかけながら進めているという状況も砂川の場合はございまして、そのようなこ

とが医療扶助の減につながっているものと考えているところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に進みます。１０８ページ、第４款衛生費、第１項保健衛生費、質疑ありませんか。

増山裕司委員。

〇増山裕司委員 ２目予防費について伺います。先ほど本会議でのご説明で、聞き違えて

いたら訂正してほしいのですけれども、感染症予防に要する経費、予防接種委託料、イン

フルエンザのワクチンが、３種ワクチンから４種ワクチンに切りかえることによって単価

がふえた分が２１６万８，０００円というふうに聞こえたのですけれども、その辺はいか

がだったでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 中村一久君 先ほどのご説明のとおり、インフルエンザワクチ

ンの３価、３種類から４種類というのは、３種類のインフルエンザワクチンに対しての免

疫を獲得できるということで、現行、これまではＡ型２種類とＢ型１種類の３価、３種類

ということだったのですが、今年度につきましては３価から４価、４種類、Ａ型２種類、

Ｂ型２種類のワクチンに変わったという部分で単価が上がったということでございます。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 わかりました。それで、４種のワクチンに変わったことによって何か影

響が出てきているのか。今、マスコミ情報によると、つい先日というか、１カ月ぐらい前

になるのかもしれませんが、危険情報というか、警報みたいのが出ていましたよね。その

中で、ここは滝川保健所の管内になるのですか、たしか滝川保健所も警報を出していたと
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思うのですが、今現在インフルエンザの流行の度合いというのはどのような状況になって

いるのかお伺いします。

〇委員長 多比良和伸君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 中村一久君 大変申しわけございませんが、今手元に資料がご

ざいませんが、今シーズンにつきましては滝川保健所管内で警報が出たということでござ

いまして、私の知る範囲では、一度ピークに達して、その後、定点観測で数値は落ちてい

るというふうに記憶しております。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 ありがとうございます。

次に、生活習慣病予防に要する経費について伺います。がん検診委託料が、先ほどのご

提案の説明では、主な理由は受給者が減ったことですというふうに聞こえたのですが、も

う少し詳しく教えていただきたいのですが。

〇委員長 多比良和伸君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 中村一久君 受給者といいますか、検診を受けた方ということ

でございます。当初というのは、できる限り周知を図りながら、検診を受けていただこう

ということで見込んでおりますが、結果的にはそれぞれの検診については、当初よりは受

診される見込みの方が現在減っているということでございます。

〇委員長 多比良和伸君 増山裕司委員。

〇増山裕司委員 理由はわかりました。ただ、今がん検診というのは、マスコミなんかで

も、各自治体でがんの基本条例を定めているところがふえているとか、がん検診の受診率

を上げるという意味で、道新なんかはキャンペーンを張ったりして一生懸命やっています

よね。砂川市も一生懸命やっているのはわかっているのです。ただ、今課長おっしゃった

ように、いろいろ課題もあるのだなということがわかりました。でも、今後も粘り強くＰ

Ｒを続けていっていただきたいなということを要望して、質問を終わります。

以上です。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私は、陣痛タクシーに関する経費のところをお伺いしたいのですけれど

も、実は車に乗っている人がほとんどだろうなと。市長の子育ての結構メインというか、

大きなものだったのですけれども、実績としてはどんなものだったのかを教えてください。

〇委員長 多比良和伸君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 中村一久君 陣痛タクシーの実績ということでございますが、

ことしの２月までの集計で、市内で運行されている３事業者、２２件の登録件数がござい

ました。ただ、実際に利用した方というのはいらっしゃらなかったというふうにお聞きし

ております。
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〇委員長 多比良和伸君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 利用した人はいなかった。それで、最初の予算はたしか１８万８，００

０円ぐらいの予算で、今は５万１，０００円の減額補正ということになっているので、お

金は使われているのだろうなと思うのです。どういう場面でこのお金が使われたのかとい

うことなのですけれども、まずそこをお伺いします。

〇委員長 多比良和伸君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 中村一久君 こちらは、当初の消耗品といたしまして、車内に

配置するバスタオルであるとか、あと使い捨てのシート、また利用されたときの処理の使

い捨てのゴム手袋の経費として消耗品費を計上させていただいたところでございます。

〇委員長 多比良和伸君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 わかりました。そうすると、仕組みだけ教えてほしいのですけれども、

全然使われていないということだったのですけれども、使った場合のタクシー代とかはか

かってしまうわけですよね。そのときはどういうふうになるのですか。

〇委員長 多比良和伸君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 中村一久君 この仕組みにつきましては、事業者の皆様のとこ

ろに直接申し込むということでございまして、タクシー代につきましてはそれぞれ利用さ

れる方の負担ということでございまして、またタオルですとか使い捨てのゴム手袋という

ものにつきましては、ある程度余裕を持って事業者の方にお配りをさせていただいている

ということでございます。

〇委員長 多比良和伸君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 全然勘違いしていて、つまり、タクシーにバスタオルとか、いざという

ときのものを準備するための市の予算であって、車がなくて、陣痛が起こったというとき

に補助をするというメニューではなかったということなのですね。

〇委員長 多比良和伸君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 中村一久君 委員さんおっしゃるとおりでございまして、こち

らの仕組みにつきましては、出産されるときにご自宅で車を用意されることができればよ

ろしいのですが、そうでない場合を想定して、対象となるご本人がタクシーの事業者に申

し込まれて登録をしていただくということで、電話をすれば、すぐ優先的に配車をしてい

ただけるという仕組みでございます。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

武田圭介委員。

〇武田圭介委員 予防費の各がん検診委託料についてお伺いいたしますけれども、１年に

１回、「砂川の保健活動」というものがふれあいセンターの皆さんの努力によってまとめ

られて発行されています。その中でもがん検診の受診率を上げていこうというようなこと

が出ているのですけれども、なかなかどれを見ても減額補正、当初の見込みどおりにはい
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かないのかなというふうに思うのですが、新年度は新年度の予算のほうでまた新しいもの

が出てくるので、そちらでもちろんやりますけれども、ただ、市民の皆さんに対してせっ

かくこういうがん検診の機会を与えているのに見込みどおりにいかないというのは、内心

忸怩たる思いが私にもあるのですが、その辺ふれあいセンターはこの予算を減額補正する

ことに関して、中ではどういったような話をされているのかなということをお伺いしたい

と思います。

〇委員長 多比良和伸君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 中村一久君 がんの検診についての受診者の方の数というのが

伸び悩んでいるということでございます。特に、若い方の認識といいますか、意識、子宮

頸がん等に関してのお話なのですが、かなり低率の受診率ということで、内部で検討しま

して、市立病院の看護学生さんにアンケートをとって、どのような認識といいますか、が

ん検診に対してのお気持ちをお持ちかということで調査をしたところでございます。先週

回収して、今、集計、これから分析をして、今後の取り組みに反映させていこうというふ

うに考えておりますが、今手元にある部分でお話ししますと、若い女性ですので、検査に

抵抗があるですとか、あと時間がないとかというような部分の回答が多いように見受けら

れました。また、どのような形をとれば受診するようなことになるかというような問いに

は、休日等の時間帯で受けられるような形をとる等々ご意見をいただいておりますので、

今後につきましては、こういった部分で受診率、検診率の向上に向けて取り組んでまいり

たいというふうに考えております。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 特に生活習慣病予防に要する経費のところは、特定健診にあわせて行わ

れるがん検診の委託料のところの２１６万の減額補正だと思うのですけれども、市民の皆

さんの健康を行政が一から十まで管理することはできないわけで、自分の体に対してしっ

かりと認識をしていただいて、自分で健康管理をしていただく。なおかつ、がんが砂川市

においても死亡の第１位となっている現状を鑑みれば、お金がこれだけ余りました。もち

ろん皆さん方の努力は私も知っていますけれども、勧奨のあり方とか啓発のあり方、ある

いはがんの総合的な教育のあり方とかを踏まえていかないと、せっかく予算として、大事

な税金を使って、こういうふうにいろいろとメニューがあるにもかかわらず３月になって

減額補正になってしまうということなのですが、その点について、今ほど答弁の中では、

新しい試みとして、市立病院の附属の看護専門学校の学生にアンケートをとっていただい

て、それをこれから分析するという話もありましたけれども、その辺の勧奨、啓発、教育

のあり方というものは、委託料を減額補正するのも忸怩たるものだと思うのですが、どの

ようにふれあいセンターの中では認識を共有されていますでしょうか。

〇委員長 多比良和伸君 ふれあいセンター所長。

〇ふれあいセンター所長 中村一久君 内部での話ということでございますが、皆さんに
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対して、できる限り受診しやすい環境を整えるためにはどうしたらいいかと。また、がん

検診、市が行っている集団検診での数値というのはこういう形になっておりますが、個人

個人で治療の一環で受けているというような場合もございますので、そういった部分につ

いても今後は実態の把握等に努めて、受診率を上げることそのものが目的ではなくて、が

んにならないように予防するにはどうしたらいいかというようなところが趣旨でございま

すので、そういったところに向けて今後取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

〇委員長 多比良和伸君 武田圭介委員。

〇武田圭介委員 今まさに答弁であったように、受診率の数値目標ありきではなくて、本

当に市民の皆さんの健康と、自分の体に関心を持ってもらうこと、そして砂川市の死亡原

因第１位というところから外れていくことが本当の目的だと思っております。こういった

がんの検診ができる体制というものも砂川市内にはありますので、砂川には大きな病院も

ありますから、ほかのいろんな機関との連携等も含めて、今後はがんの受診率の向上、そ

れから今は特定健診だけで精いっぱいでしょうけれども、がんの検診率の向上というよう

なことも「砂川の保健活動」でもうたっていますので、そのことも十分留意されて、これ

まで以上に一生懸命取り組んでいっていただきたいなというふうに思います。

終わります。

〇委員長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１１０ページ、第２項清掃費、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１１４ページ、第５款労働費、第１項労働諸費、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１１６ページ、第６款農林費、第１項農業費、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１１８ページ、第２項林業費、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

１２０ページ、第７款商工費、第１項商工費、質疑ありませんか。

ただいまの項の審査はあす行います。

◎散会宣告

〇委員長 多比良和伸君 本日はこれで散会します。

散会 午後 ３時３９分


